
様式1-1

Ⅰ　基本情報

（1）　統括管理業務
（2）　施設・設備等の維持管理に関する業務
（3）　事業の計画及び実施に関する業務
（4）　施設の利用等に関する業務
（5）　前各号に掲げる業務に付随する業務

札幌市星置地区センター運営委員会

平成30年4月1日～令和5年3月31日

施設数：１施設

非公募

非公募の場合、その理由：当センターが、地域社会に関係の深い団体によって継続的に管理運営されること
により、地域住民がまちづくり活動に直接参加する機会が作られ、地域住民自らがセンターの管理運営を通
して把握された地域課題の解決に取り組むことによって、地域住民間の信頼関係が築かれ、地域社会にお
ける絆の強化につながることとなる。また、まちづくり活動の担い手の育成に寄与することも期待される。こ
のようなことから、設置目的の実現のために、地縁による団体により設立された団体及び当該設立された団
体を主な構成員とする団体並びに当センター等の管理運営に関わりを持つものと市長が認める地縁による
団体の推薦を受けた団体により、現に良好な管理運営が行われている場合には、継続的に管理運営を行
わせるために非公募としたもの。

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

複数施設を一括指定の場合、その理由：

施設数：１施設

名称

指定単位

業務の範囲

指定管理者評価シート

事業名 地域コミュニティ施設運営管理費 所管課（電話番号） 手稲区市民部地域振興課（６８１－２４４５）

２　指定管理者

事業概要

目的

札幌市星置地区センター

開設時期

１　施設の概要

名称 所在地 札幌市手稲区星置２条３丁目14-1

1，269.36㎡

主要施設

地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与
する。

ホール（250人収容）、会議室（2室）、和室（2室）、調理等実習室、図書室、駐車場

平成8年4月27日 延床面積

（1）　各種講習会、講演会等の開催、体育、各種野外活動等のレクリエーション活動の推進、
　　その他必要な事業を行うこと。
（2）　一般の使用に供すること。

募集方法
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・仕様書に定めら
れているとおり適
切に実施されてい
る。
・昨今のコロナ禍
の情勢を踏まえ
て、新型コロナウ
イルス感染症に係
る対策について職
員同士で話し合う
等、利用者が安全
に利用しやすいよ
うに業務改善を
図っていることは
評価できる。
・運営協議会の開
催に係る要求水
準の未達成は、新
型コロナウイルス
感染症の拡大防
止に伴うものであ
り、事情やむを得
ないものと判断す
る。

　組織の整備、職員
の確保・配置・育
成、雇用環境等に
ついて、仕様書の
要求水準を全て満
たしている。

  職員の研修につ
いて、ほぼ計画どお
りに実施している。

▼　職場内ミーティング（始業時から、午前９時まで）を活用し札
幌市の環境マネジメントシステムの取組みを紹介するとともに、
職員の家庭でも積極的に地球温暖化対策に取り組むよう指導し
ている。

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従事者の確
保・配置、人材育成）

▼　夏・冬の節電時に、館内に節電の周知及びお願い文を掲示
し、利用者に協力をお願いしている。
また、館内の設備を再点検するととも、エアコン・暖房をこまめに
調整するよう利用者に声掛けを行うなど、積極的に取り組んでい
る。

▼　運営委員会の下に事務局を設置、仕様書のとおり統括責任
者（館長）、館長職務代理者、図書館司書等必要な職員を配置し
ている。

▼　業務分担、指揮命令系統、緊急連絡網を定めている。

実施状況

▼　札幌市環境マネジメントシステムにのっとり、各種帳票を提出
した。

Ⅱ　令和３年度管理業務等の検証

　電気、ガス、水道
について、積極的な
節約に取り組んで
おり、今後も、管理
の徹底によりさらな
る節約を図ってい
く。

指定管理者
の自己評価

所管局の評価

　施設の設置目的
を実現するための
基本方針を明確化
し、館内に掲示する
ことで、施設運営の
透明性を確保して
いる。

　基本方針の「利用の公平・公正の確保」について、具体的な取
組内容に沿って館内1階と2階ロビーの見やすい場所に掲示し、
利用者にも協力を依頼している。
　職員に対しては、日常業務及び内部研修で①掲示物の大きさ
や色調②備品・用具類の配置や通路の安全③貸室・図書業務④
講座・交流事業・施設開放事業等について、年代や性別、障がい
のある方など幅広い層に、公平・公正の確保を徹底するよう指導
している。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

　星置地区センターの設置目的とその効用を最大限発揮するた
め「星置地区センター管理運営基本方針」を策定している。
　内容は、                                                                    ①利
用の公平・公正の確保                                              ②施設
の効用発揮と利用促進                                               ③地域
に根ざした運営                                                           ④安
心できる施設管理                                                     であり、
それぞれの目標に対する取組内容を細かく具体的に明示してい
る。

▼　職員研修計画を策定し、次のとおり研修を実施した。
　・　内部研修は全職員が揃う月の第４金曜日に実施、内容は、
主に接遇、業務、他館の情報、札幌市の動き、地域の情報等。

▽　管理運営に係る基本方針の策定

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▼　「さっぽろエコメンバー」登録。（平成20年から）

▼　物品の購入に際しては、グリーン購入ガイドライン指定品を
優先している。

項　目

　取組項目の明確
化と利用者に対す
る周知、職員の取
組を適切に行うこと
で、、平等利用の確
保を徹底している。
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以上７名

▼　それぞれの関係機関・団体等と良好な関係を構築し、必要に
応じて連絡調整、協力依頼、行事案内等を行った。

▼　資金管理については、税理士による外部会計検査を導入し
ており、本年度は3月に検査を実施した。
検査結果は、適正に資金管理がされており、健全経営とのこと
だった。

▼　現金等の取扱いについては、現金取扱規程に基づき適正に
処理するとともに、現金の入出後には預金通帳に館長の確認印
を押印するなど、厳格に行った。

　運営協議会は、仕
様書に基づき４回
開催した。仕様書に
定める項目につい
て協議し、施設の管
理運営に資すること
ができた。
　関係機関・団体と
は、良好な協力体
制が維持できてい
る。

・令和3年度管理運営業務の実施計画及び5月
末までの実施状況について
・市民サービスや管理水準の向上に向けた取組
について

協議・報告内容

第２回 ・管理運営業務の実施状況について
・市民サービスや管理水準の向上に向けた取組
について

　いずれの業務も、
仕様書の要求水準
に達した。

　職員が利用者の
立場に立って、より
積極的に業務改善
に取り組んでいる。

第１回

①清掃②警備③消防設備保全④自動ドア保守⑤ボイラ保全⑥
自家用電気工作物保安管理⑦税務申告⑧建築物及び設備点検
⑨舞台点検⑩除排雪⑪エレベーター保守管理の業務を、札幌市
の承認を得て第三者に委託して行った。
各業務とも、仕様書に基づき確実な履行の督励を行った結果、い
ずれも適正、誠実に遂行された。

第３回

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確保、受託者
への適切監督、履行確認）

開催回

・管理運営業務の実施状況について
・市民サービスや管理水準の向上に向けた取組
について12月17日

▼　運営協議会の内容については、１か月間施設内に掲示した。

・手稲区地域振興課長（札幌市）

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の開催）

10月6日

第４回 ・管理運営業務の実施状況について
・市民サービスや管理水準の向上に向けた取組
について3月11日

　火曜日～金曜日の午前8時45分～9時までを職場内ミーティン
グ時間とし、必要な情報の共有と業務の見直しや改善について
の提案の場としている。
  今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策を重点に話し合い
を行った。

6月29日

  現金等の取扱い
については、現金取
扱規程を整備して
事故、不祥事を未
然に防ぐ仕組みを
構築し適正に行っ
た。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

・運営委員会会長、総務部長（指定管理者、主催者）

＜協議会メンバー＞

・利用団体3名（体育系2名、文化系1名）

・地区民生委員協議会１名（住民組織）

　資金管理は外部
検査の結果におい
て、適正との評価を
受けた。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組
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▼　利用者からの要望を受け、和室の座布団と研修室の丸椅子
の更新を行い、利用者(高齢者)から感謝の声をいただいている。

▼　職員の健康保持のため、インフルエンザの予防接種代を運
営委員会が補填している。

▼　利用者からの要望を受け、平成27年3月から新聞チラシの供
覧を行っている。

▼　10月と3月に実施された札幌市による運営及び財務に関する
検査では、特に指摘事項はなかった。

▼　要望・苦情については、事務局内の責任体制を確立するとと
もに、重大なものについては「利用者等の要望・苦情処理委員会
規程」を設け、委員会の責任において問題の解決を図ることとし
ている。

▼　職員の休暇は、結婚、生理、忌引等20種類の有給の特別休
暇及び年次有給休暇の他、毎年6日間のリフレッシュ休暇や一時
間単位の時間休暇を設け、就業環境の充実を図っている。

▼　要望・苦情については、些細なことでもその都度又は朝の
ミーティング、内部研修において、職員全員がその内容と処理方
法、その後の状況を共有することにより、接遇の改善につなげて
いる。なお、今年度は苦情はなかった。

▼　職員の労働時間は、週40時間、一日8時間を順守するととも
に、文化祭等の特殊な行事の際は、法令に定める割増賃金を支
払っている。

▼　「あなたの声の箱」をロビーに設置している。寄せられた意
見・要望は職員全員が共有し、その処理結果とあわせて記録・保
存している。

▼　職員の雇用は労働契約法等関係法令等を順守し、職員は65
歳、館長及びパート職員は70歳を限度とした定年制を導入してい
る。

▼　職員と時間外労働及び休日労働に関する協定を締結し、所
管官庁に届け出でるとともに、時間外労働を行った場合は、法定
割合を順守した割増賃金を支給するなど、法令を順守している。

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

▽　要望・苦情対応

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリングの実
施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己評価の実施）

▼　協定書に基づき、札幌市に報告すべき事業報告等について
は、遅滞なく行った。

　要望、苦情に対し
ては、内容を正確に
把握し、その場で謝
罪、改善すべき点
は直ちに誠意をもっ
て行うなど、誠実で
素早い対応を心掛
けた。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

▼　マイナンバー制度の開始に伴い、「札幌市星置地区センター
特定個人情報等の取扱規定」を策定し、制度の厳格な運用を
図っている。

▼　年に一回定期健康診断を受けさせている。

▼　第三者委託により実施している業務について、受託者に当該
業務従事者の労働環境に関わる情報提供を求めた。

　職員の雇用は、労
働関係法を順守す
るとともに、明るい
施設運営は職員の
安定した雇用環境
が基本と考え、ワー
ク・ライフ・バランス
の向上に努めてい
る。また、業務上で
の職員の事故等は
なかった。

▼　新型コロナワクチンの接種及び接種による副作用がある場
合は、その期間を職務免除にしている。

▼　利用者アンケートの結果は、意見・要望等の処理状況を含め
て館内に掲示した。

 ・関係法令を遵守
し、適切に対応し
て、職員が安心し
て働きやすい環境
を構築している。

　利用者アンケート
と地域モニターの実
施及び「あなたの声
の箱」の設置によ
り、地域住民や利用
者の声を募り施設
運営に反映させて
いる。
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▼　施設内のまちづくりセンターが行う住民組織用印刷機・コピー
機の管理等行政サービスの一環を、閉庁時間（夜間と土・日・祝
日）に代行している。

▼　職員個々が市民サービスの向上等意欲的に職務に取り組め
るよう、館長自ら職員に積極的に声掛けを行い、開放的な雰囲気
づくりに努めている。また、子育て中の職員や高齢な両親を抱え
る職員もいることから、休暇の調整など職員間で協力して業務を
サポートする体制を作り上げている。

▼　新型コロナウイルス感染防止対策
・　手洗い等の感染予防対策ポスターの掲示
・　貸室利用時の感染予防対策お願い文等の掲示
・　消毒液の玄関への設置
・　アルコール洗浄液によるドアノブ等の消毒(一日3回程度)
・　トイレの手拭き用ペーパータオルの設置
・　トイレへのペダル式ゴミ箱の設置
・　利用者(団体)への消毒キットの配布
・　利用者リスト及び備品消毒リストの提出依頼
・　札幌市の指示による休館及び貸室制限の実施
・　北海道コロナシステムの登録

▼　市民サービス向上の一環として、職員が事前に、サークルが
使用する机、ピアノ、音響機器、姿見など重量のあるもの等を部
屋に運び入れている。
　冬期間は地域住民の厚意で、滑り止め用ペットボトル入り砂を
玄関に配置している。

▼　職員、関係機関・団体、関係業者を網羅した緊急時の連絡網
を整備して、不時の事態に備えている。

▼　施設内にＡＥＤ（札幌市が措置）を配備、また、常備薬等は常
に内容を点検し、不足分を補充している。

▼　救急救命講習会には、ローテーションを組んで全員が受講し
ているが、昨年度は新型コロナのまん延により受講の機会はな
かった。

▼　損害賠償保険は仕様に適合したものに加入したほか、講座、
交流事業について傷害保険に加入している。

▼　拾得物については、ロビーに忘れ物ボックスを設置している
ほか、利用サークル等が判明している場合は代表者に連絡する
など、ｻｰﾋﾞｽ向上に努めている。

▼　新型コロナウイルス感染防止対策
・　受付及び図書カウンターへの飛沫防止ビニールの設置
・　職員へのマスクの配布
・　図書職員への手袋配布
・　館長による朝の体温の確認

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

　施設の管理運営
にあたって、利用者
や近隣住民、歩行
者、職員の安全が
確保された。
　保険の加入と緊
急時の連絡体制の
確立も仕様書のと
おりで、事故なく経
過することができ
た。
　市民サービスの向
上についても、内部
研修を通じて職員
の意識を高め、効
果を上げた。

▼　利用者への安全については、職員が常に館内を巡回し
・施設内の破損個所
・通路・ロビー等の障害物
・掲示物の不安定・落下の恐れ
・冬期間の屋上雪庇の張出し
・路面凍結・滑り易さ等をチェックし、不備や不具合な点は直ちに
処置した。

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上への配
慮、連絡体制確保、保険加入）

 ・いずれも要求水
準を満たしてい
る。
・職員がサークル
で使用する物品
の運び入れの手
伝いや、設備の保
守点検及び修繕、
更新を積極的に
行っており、利用
者が利用しやすい
ように施設管理を
行っていることは
評価できる。
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・新型コロナウイ
ルス感染拡大防
止のため実施が
できなかった事業
を除いて、内容の
見直し等を行いな
がら、可能な範囲
で事業を実施でき
るように柔軟な対
応をしており、評
価できる。

▼　清掃、警備、除排雪、施設・設備の保守点検等については第
三者に委託し、確実な履行の督励により仕様書の水準を満たし
た。また、清掃については、委託先の清掃員が退館した後、ロ
ビー、トイレ、給湯室等共用部分に汚れがある場合は、随時職員
が清掃を行っている。
体育室については清掃員の業務とは別に、職員が交代で昼・夕
にフロアーのモップがけを行っている。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修繕、備品
管理、駐車場管理、緑地管理等）

（4）事業の計
画・実施業務

▽　区民講座に関する学習機会の提供業務

▼　建物の屋上は、清掃業者による定期清掃に加えて、随時、職
員が清掃と砂泥除去を行っている。

▼　緑地は、春の清掃の他に樹木の剪定や草刈り、冬囲いを
行っている。

▼　駐車場側面に、職員の手で花壇を制作し、花の植栽を行っ
た。（５月）

▼　新型コロナ蔓延により文化祭、子ども映画会を中止した。 　

▼　星置福祉のまち推進センター及び星置地区活性化推進委員
会との共催による交流事業は新型コロナ蔓延により全てを中止し
た。

▽　地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務

▼　防災マニュアルをはじめ、危険物対応、傷病人対応等関係マ
ニュアルを全職員に配布してイメージ訓練を行い、非常時に適切
な行動がとれるよう万全を期している。

▼　職員の手で、研修室（調理実習室）の食器類、什器、調理台
の一斉磨き洗い（12月）を行った。

　第三者への委託
業務は、確実な履
行の督励と検査に
より、仕様書の要求
水準を満たしてい
る。
　その他、職員の手
で施設の良好な維
持管理に努めた結
果、利用から高い評
価を受けた。

▽　防災

▼　8月30日と3月23日に、まちづくりセンターと合同で自衛消防
訓練を実施した。

▼　設備・備品の管理については、常に施設内を巡回し、利用者
の声を聞くととともに、些細な破損や不具合等も放置せずに直ち
に処置することに努めた。また、以下の修繕等を行った。
　・体育館照明盤修理
　・集会室稼働式仕切り修繕
　・正面玄関排水グレーチング蓋交換
　・和室座布団更新
　・研修室丸椅子更新

　消防計画に基づ
き、施設内の巡回と
自衛消防訓練を計
画どおりに実施し
た。各種マニュアル
を職員が習得する
ことにより、不時の
事態に備えている。

▼　消防計画にしたがって常に施設内を巡回し、避難通路の確
保、誘導等の点検・不良品交換、非常口・非常階段の除雪等を
行った。

▼　11月18日に、手稲消防署の査察を受け、引き続き防火対象
物の特例認定を受けた。

▼　新型コロナ蔓延により囲碁・卓球等の6種目の無料開放事業
を中止した。

　

▼　新型コロナ蔓延により予定していた13講座全て中止した。

▽　施設開放事業（無料）に関する業務
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（5）施設利用
に関する業
務 2実績 3計画

▽　図書業務

▽　利用件数等

444

▼　利用者へのサービスの一環として、
①図書室カレンダーの作成・配布
②四季折々の伝統行事・風物等の装飾を行った。

▼　「新書コーナー」をはじめ、「今、話題の本」「作家特集」「おす
すめ文庫」など、タイムリーに本の展示を行った。

444

ホール

件数(件)

49.8

12,636

▼　新型コロナにより計画していた、こども映画会、親子司書体
験を中止した。

3実績

12,636

　

　

　

986986

▼　蔵書数26,952冊（3月末現在）、登録者数2,204人、貸出冊数
39,299冊（前年度45,769冊）だった。

バドミントン

ファミリーバドミントン

ミニテニス

　

 

　 　

囲碁・将棋

　

　

51.9

　

　 　

661

　 　

▼　使用承認等の業務では、公平・公正の徹底と、条例、規則等
に基づく承認・不承認の適正な決定が遂行できた。
特に、営利目的、飲酒目的、宗教団体等に対する取扱いは、丁
寧な説明により苦情やトラブルはなかった。
利用料金の徴収事務についても、適正に実施した。

3,115

1,802

人数(人）

45.3

稼働率(％)

2,579

稼働率(％) 36.6

稼働率(％)

▼　受付業務は、施設の利用案内、問い合わせへの対応、利用
前後のセッティング、接遇面等全てで仕様書の要求水準を満た
すことができた。
コピーサービスは１,515件だった。

研修室

370 370 279件数(件)

件数(件)

52.0

件数(件)

7,570 7,570 6,082

51.9

661 562

37.6 37.6

人数(人）

和　室

34.9

2,638

　各部屋の稼働率
は左表のとおりであ
る。コロナウイルス
感染予拡大により、
稼働率が大幅に低
下している。

34.9

稼働率(％) 35.2

人数(人）

人数(人）

45.3

14,597

2,638

3,115

集会室

・公平かつ公正な
施設運営がなされ
ており、日頃から
丁寧に対応してい
ることは評価でき
る。
・稼働率が低調で
あるが、新型コロ
ナウイルス感染症
の拡大防止に係
る休館等の影響
があったと考えら
れるため、事情や
むを得ないものと
判断する。

　

種目

▼　札幌市からの指示により休室及び利用制限を行った。

卓　　球

ファミリー卓球

※　3年計画は、2年実績を採用

806

▼　利用率は、全体で43.7％だった。

405
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様式1-1

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

・要求水準を満た
している。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

・手稲区マスコット
キャラクター「てい
ぬ」の関連グッズ
販売に積極的に
取り組み、地域振
興に寄与している
ことは評価でき
る。

▼　古紙回収拠点事業
　札幌市環境局の要請で、平成23年3月から受入れを開始している。
　令和3年度の事業収入は、古紙買取業者への売却代金と札幌市からの奨
励金を合せて61千円を計上した。

▼　ていぬ関連グッズ販売事業
　札幌市の承認を得て、平成25年4月から「ていぬ関連グッズ販売事業」を開
始し、利用者からも好評を得ている。
　令和３年度の販売手数料収入は、5千円だった。

▼　施設の維持管理業務の第三者委託と物品の購入、修繕等は、概ね市内
企業に発注した。

（6）付随業務

２　自主事業その他

　古紙回収ボックス
の設置は、ごみ減
量及びリサイクルの
促進に寄与し、てい
ぬ関連グッズ販売
は利用者からも好
評を得ており、手稲
区の地域活性化に
寄与することができ
た。

市内企業等の活用
は、計画どおりに実
施できた。また、福
祉のまちづくり推進
センターとの連携な
ど十分な取組をおこ
なっている。

　

▼　令和3年度のホームページのアクセス数は6,232件だった。
（昨年のアクセス数　5,042件）
なお、累計のアクセス数は50,895件となっている。

▼　新型コロナウイルス感染予防対策として、各サークルに使用
自粛を強く求めるとともに、感染予防対策等の情報を、ホーム
ページや館内に目立つ場所に掲示し利用者への協力を求めた。
苦情・混乱はなかった。

▽　利用促進の取組

▽　不承認 ０件、　取消し０ 件、　減免 ０件、　還付12件

▼　地区センター広報紙やホームページ等で、貸室の数、広さ、
用途、空き状況、料金、申込方法等を具体的に紹介するＰＲを
行った。

▼　「星置地区センター託児サポーター」を設置している。なお、今年度は
託児機会がなかった。

▽　自主事業

▽　指定管理者と協働する運営チームの設置等

▼　新型コロナウイルス感染予防対策として、各サークルへの使
用自粛や感染予防対策等の情報をホームページにや館内に目
立つ場所に掲示し積極的に利用者への協力を求めた。

▽　広報業務

　多様な機会を利
用しての取組によ
り、少しずつ成果が
上がっているが、依
然として夜間の利
用促進に向けての
取組が課題となっ
た。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

【主な設問内容と評価】

○　施設・設備の管理状況はいかがですか。
　良い
　　４　　62％
　　３　　19％
　　２　　19％
　　１　 　0％
　　０     0％
　悪い

・要求水準を大き
く上回っている。
・利用者からの意
見や要望に細かく
対応していること
が利用者満足度
に繋がっていると
見受けられ、評価
できる。引き続き、
満足度の維持及
び向上を期待した
い。

○　貸室ご利用の方。また、貸室をご利用いただけますか。
　・ぜひ利用したい   　　　　　　 　 53％
　・利用したい　　　　　　　　　　　　 20％
　・どちらかといえば利用したい　　 7％
　・どちらでもない　　　　　　　　　  20％
　・利用したくない　　　　　　 　　　　 0％

○　お部屋の備品用具に満足していますか。
　良い
　　４　　38％
　　３　　31％
　　２　　25％
　　１　　　6％
　　０　　　0％
　悪い

○　また、星置地区センターをご利用したいと思いますか。
　・ぜひ利用したい　　　　　　　　71％
　・利用したい　　　　　　　　　  　17％
　・どちらかといえば利用したい　4％
　・どちらでもない　　　　　　　　　 8％
　・利用したくない　　　　　　　　　 0％

結果概
要

○　職員の言葉遣いや態度はいかがでしたか。
　良い
　　４　　68％
　　３　　26％
　　２　  　5％
　　１　  　0％
　　０　　  0％
　悪い

○図書室ご利用の方にお聞きします。また、図書室をご利用い
ただけますか。
　・ぜひ利用したい　　　　　　　　　38％
　・利用したい　　　　　　　　　　　　38％
　・どちらかといえば利用したい　　0％
　・どちらでもない　　　　　　　　   15％
　・利用したくない　　　　　　　　 　  8％

○　館内の清掃状況はいかがでしょうか。
　良い
　　４ 　 64％
　　３    32％
　　２     4％
　　１　   0％
　　０     0％
　悪い

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

令和4年2月1日～2月14日
各部屋と図書室、ロビーにアンケート用紙と筆記用具を配置、利
用者に無記名で記入してもらい回収箱に入れてもらった。
回答者25人

３　利用者の満足度
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　[対応]
保管場所等の問題があり、ご要望にはお答えできません。

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

▼　自主事業収入は、古紙回収及びていぬ関連グッズ販売で68千円と
なった。

法人税等 70 245315

▼　以上から指定管理業務収入は、計画より284千円の増となった。

支出

2,502

68 19

284

27,703

941

307

指定管理業務収入 35,227

自主事業支出

（千円）

Ｒ3年度決算

▽　収支

35,272

▼　利用料金収入は、新型コロナ緊急対策による休館等で、１,024千円の
減となった。

▼　札幌市からの昨年度及び本年度のコロナ感染防止休館補填金１,963
千円の振り込みがあった。

▲ 30

▲ 1,295

・新型コロナウイ
ルス感染症の拡
大の影響により、
収入が激減してい
る中、積極的に備
品の更新を行う
等、サービスの向
上に努めており、
評価できる。

　利用料金及びそ
の他の収入の増に
よる利益を、地域住
民や利用者に還元
するなど、年間を通
して健全な経営を
行うことができた。

0

利用料金

1,207

▼　指定管理業務による利益還元は、
・消耗品等の購入では、研修室の丸椅子・和室の座布団の更新で325千円
となった。
・施設修繕は集会室の可動式仕切り修繕と正面玄関排水グレーチング蓋
交換で616千円を支出した。

36,567

6,846 5,822 ▲ 1,024

68

49

▲ 2,214

23

下記のとおり

利益還元

34,372

▼　収支は、差引き892千円の差額が生じた。

678

収入-支出

指定管理業務支出 36,518 34,304

30 0

45

[意見]
和室にもテレビ・ビデオがあるとたすかる〈和室／サークル活
動〉

1,308

自主事業収入

差（決算-計画）

1,986

Ｒ3年度計画

収入

▲ 2,195

項目

指定管理費

35,579

35,511

【意見・要望等】

[対応]
利用料金は札幌市の条例で定められていることから、ご意見
は札幌市に報告します。

○[意見]　利用料金が高い〈体育室／サークル活動〉　複数意
見有

４　収支状況

27,703

その他

純利益 ▲ 1,395 892 2,287

▽　説明

R3決算 内容【参考】

指定管理業務による利益還元

▼　当初の収支計画において懸案であった大型修繕を予算上に盛り込
み、繰越金の繰り入れを予定していたが、他の支出減により単年度会計で
純利益を確保することができた。
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Ⅲ　総合評価

▼　自主事業は、札幌市と協定を締結した古紙回収
ボックスの管理運営を行っている。

▼　新型コロナ終息後の貸館の利用率向上のため、ＰＲの強化や
新規利用者の開拓などに、積極的に取り組んでいく。

▼　事業の実施にあたっては、まず新型コロナ感染防止対策を第
一に考慮するとともに、地域住民のニーズを的確に捉え、参加しや
すい時期・時間帯、参加料等についても十分に検討する。

▼　市民の主体的な地域づくりの支援を効果的に実施するため
に、地域住民組織の活動拠点である「まちづくりセンター」と、より
緊密な連携と協力体制を確立する。

▼　手稲区のマスコットキャラクター「ていぬ」の更なるPRを図る。

▼　「市民の主体的な地域づくりの支援」の関連事業
では、星置地区福祉のまち推進センター及び星置地
区活性化推進委員会との共催事業を計画していた
が、新型コロナ蔓延により、事業を行うことができな
かった。
▼　自主事業は、25年度から「ていぬ関連グッズ販売
事業」を行っており、利用者から好評を得ている。

　

　新型コロナ蔓延防止対策としての札幌市からの指示を
忠実に実行するとともに、利用者及び職員の感染防止
のため、計画していた事業の中止を含め、徹底した感染
防止対策を実施した。

▼　利用者の満足度では、アンケートの結果からも高
い評価を得ることができた。

▼　統括管理業務及び施設・設備の維持管理業務に
ついては、仕様書の要求水準を満たすことができた。

▼　施設利用に関する業務では、稼働率が35％であ
り、今後コロナウイルス感染終息後の稼働率アップが
課題となる。

 

▼　財政状況等は、新型コロナ対策による収入減にも
かかわらず、支出の削減等により1,272千円の純利益
を計上した。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例及びオンブズマン条例及
び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

▼　行政手続及びオンブズマンへの対応については、各条例の規定に則り
適切に行っている。

総合評価

▼　財政状況等は、休館等で減収になったものの、支出を抑えて純利益
331千円を計上した。

▼　当運営委員会は自己の財産（土地、建物、有価証券等）を所有せず、
地区センターの管理運営を唯一とする団体である。

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

来年度以降の重点取組事項

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適

▼　委託及び物品調達等について、暴力団員や暴力関係事業者との契約
は行っていない。

▼　個人情報保護及び情報公開については、札幌市条例の規定に準じて
「個人情報保護マニュアル」「情報公開マニュアル」を策定し、適切に対応し
ている。

改善指導・指示事項等は特になし。コロナ禍の難しい社会情勢の中、適切に運営されている
ものと評価する。また、新型コロナウイルス感染症の拡
大による休館や貸室利用制限等がある中で、利用者還
元がしっかりと行われており、利用者満足度が高い状態
を維持していることは評価できる。
引き続き、円滑な施設運営を実施していただきたい。
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